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この手引きは、水防法（昭和24年法律第193号）に基づき作成する、雨水出水に

おける避難確保計画について、記載例と留意事項等を示したものである。 

各施設ではこれを参考に、施設の種別や立地条件等の実態に即した計画を作成す

る必要がある。 

また、本手引きは、新たに作成する避難確保計画を念頭に記載例等を示したもの

であるが、非常災害対策計画、消防計画や地震等の災害に対処するための具体的な

計画を定めている場合には、既存の計画に「雨水出水時等の避難確保計画」の項目

を追加することでも可能である。 

避難確保計画の作成にあたっては、宇都宮市が作成する「防災ハザードマップ」

を基に、情報の伝達方法や避難場所・避難経路等を定め、不明な点については避難

確保計画の報告先である宇都宮市に確認を行う。 



 

－目次－ 

 

1. 計画の構成 ............................................................ 1 
2. 計画の目的・報告 ...................................................... 3 
3．計画の適用範囲 ........................................................ 3 
4．防災体制 .............................................................. 4 
5．情報収集及び伝達 ...................................................... 6 
6．避難誘導 .............................................................. 9 
7．避難の確保を図るための施設の整備 ...................................... 10 
8．防災教育及び訓練の実施 ............................................... 11 
9．自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る。） ... 11 
 

 



1 

 

1. 計画の構成  

 

《記載例》 

＜目次＞ 

1．計画の目的・報告 

2．計画の適用範囲 

3．防災体制 

4. 情報収集及び伝達 

    5. 避難誘導 

  6. 避難の確保を図るための施設の整備 

7．防災教育と訓練の実施 

8．自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る。） 

《解説及び留意事項》 

 

  前提となる雨水出水に係る浸水想定区域については，宇都宮市の防災ハザ

ードマップを参照のこと。 

  また，ハザードマップは以下の宇都宮市ホームページでも公開している。 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/bosai/1035864.html 

  なお、避難確保計画に記載すべき事項は水防法施行規則（平成12年建設省

令第44号）に定められている。 

《水防法施行規則》 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

第十六条  

法第十五条の三第一項の要配慮者利用施設（法第十五条第一項第四号ロに規定する要配慮者利

用施設をいう。以下同じ。）の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要

な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 

一 要配慮者利用施設における洪水時等の防災体制に関する事項 

二 要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の避難の誘導に関する事項 

三 要配慮者利用施設における洪水時等の避難の確保を図るための施設の整備に関する事項 

四 要配慮者利用施設における洪水時等を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項 

五 自衛水防組織を置く場合にあっては、当該自衛水防組織の業務に関する次に掲げる事項 

イ 水防管理者その他関係者との連絡調整、利用者が避難する際の誘導その他の水災の

被害の軽減のために必要な業務として自衛水防組織が行う業務に係る活動要領に関

すること 

ロ 自衛水防組織の構成員に対する教育及び訓練に関すること 

ハ その他自衛水防組織の業務に関し必要な事項 

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/bosai/1035864.html
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六 前各号に掲げるもののほか、要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難

の確保を図るために必要な措置に関する事項 
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2. 計画の目的・報告    

《記載例》 

 この計画は、水防法第１５条の３第１項の規定に基づくものであり、「○○○○

（施設名）」の利用者の雨水出水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目

的とする。 

 計画を作成及び必要に応じて見直し、修正したときは、水防法第１５条の３第２

項の規定に基づき、遅滞なく、当該計画を宇都宮市長へ報告する。 

 

 

《解説及び留意事項》 
 
  要配慮者は、一般の住民より避難に多くの時間を要し、いったん浸水が発生

した場合、深刻な被害が発生するおそれがある。要配慮者の確実な避難の確保

を図るため、平成29年6月の水防法改正では、市町村地域防災計画に位置づけ

られた要配慮者利用施設（主として高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防

災上の配慮を要する者が利用する施設）の所有者又は管理者に対して、洪水時

の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計

画の作成、訓練の実施が義務づけられた。 

 

 

3．計画の適用範囲 

《記載例》 

 この計画は、「○○○○（施設名）」に勤務又は利用する全ての者に適用するもの

とする。 

 

《解説及び留意事項》 
 
  施設の利用者や従業員等を把握し、施設の規模や利用者数等に応じた計画を

作成する必要がある。 

  利用者数が曜日や時間帯によって変動する場合には、留意が必要である。ま

た、従業員数が少なくなる夜間や休日の対応についても検討しておく必要があ

る。 
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4．防災体制  

《記載例》 

 ※ 自衛水防組織を設置した場合には、それぞれ対応する自衛水防組織の班編成及び要員の配置を記述する。 

※ 上記のほか、施設の管理権限者（又は自衛水防組織の統括管理者）の指揮命令に従うものとする。 

 体制確立の判断時期 活動内容 対応要員(※) 

注意

体制 

 「レベル２ 大雨注意報」発表【気象庁】  気象情報等の情報

収集 

情報収集伝達要員 

警戒

体制 

 「レベル３ 大雨警報」発表【気象庁】 気象情報等の情報

収集 

情報収集伝達要員 

使用する資器材の

準備 

避難誘導要員 

入院（所）者家族へ

の事前連絡 

情報収集伝達要員 

外来診療中止の掲

示 

情報収集伝達要員 

周辺住民への事前

協力依頼 

情報収集伝達要員 

 「警戒レベル３ 高齢者等避難」の発令【宇都宮市】 要配慮者の避難誘

導 

避難誘導要員 

非常

体制 

以下のいずれかに該当する場合 

 「レベル４ 大雨危険警報」発表【気象庁】 

 「警戒レベル４ 避難指示」の発令【宇都宮市】 

施設内全体の避難

誘導 

避難誘導要員 
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《解説及び留意事項》 
 
  雨水出水時の体制、体制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準及び活動を

実施する要員を検討・記載する。 
 
○ 活動内容 

▶ 気象情報等の収集から避難誘導までの雨水出水時における主な活動内容及びその

順序について検討する。 

▶ その際、施設利用者等の引き渡し等の比較的長時間を要する活動については、浸

水前に避難を完了させる観点から、浸水までに十分な時間を確保できる場合を除

き、避難後に避難場所で実施することが望ましい。 
 
○ 体制の区分 

▶ 体制は、活動内容、施設の従業員数、通常業務への影響等を踏まえ、施設の実情

に応じて設定するものとする。 

▶ ただし、気象情報等の情報収集を開始する体制及び避難誘導を開始する体制につ

いては、必ず設定する必要がある。 
 
○ 対応要員 

▶ 各活動を実施する要員を検討する。 

▶ 休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設は、休日・夜間の従業員数や勤務状

況を踏まえて、各活動を実施する要員を検討する必要がある。 

《用語の解説》 

 気象庁が発表する警報・注意報については、以下のウェブサイトで各地の発表基準が

確認できる。 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html 

 

 水位の情報は、以下のホームページから入手することができる。 

洪水予報河川（国）http://www.river.go.jp/ 

洪水予報河川（県）http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/index.asp 

警報・注意報の種類 発表基準 

レベル２ 大雨注意報 洪水予報河川以外での増水または短時間強雨での浸水により、災害が起こ

るおそれがあるとき 

レベル３ 大雨警報 洪水予報河川以外での増水または短時間強雨での浸水により、重大な災害

が起こるおそれがあるとき 

レベル４ 大雨危険警報 洪水予報河川以外での増水または短時間強雨での浸水により、重大な災害

が起こるおそれが大きい危険な状況のとき 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/index.html
http://www.river.go.jp/
http://www.dif.pref.tochigi.lg.jp/index.asp
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5．情報収集及び伝達  

(1) 情報収集 

《記載例》 

 収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする。 
 

収集する情報 収集方法 

気象情報 テレビ、ラジオ、市登録制防災情報メール、市公式

ＬＩＮＥ、宇都宮地方気象台ＨＰ、情報提供機関の

ウェブサイト等 

洪水予報、水位到達情報 宇都宮市からの連絡、市登録制防災情報メール、市

公式ＬＩＮＥ、宇都宮地方気象台ＨＰ、とちぎリア

ルタイム雨量河川水位観測情報（ＨＰ）、情報提供機

関のウェブサイト等 

避難情報（警戒レベル３

「高齢者等避難」，警戒

レベル４「避難指示」等） 

宇都宮市からの連絡、テレビ、ラジオ、市ホームペ

ージ、緊急速報メール、市登録制防災情報メール、

市公式ＬＩＮＥ、市公式Ｘ等 

 停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話を活用して情報を収集するものとし、

これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。 

《解説及び留意事項》 
 
  水防法第１５条第１項第４号ロの規定に基づき市町村地域防災計画に記載さ

れた要配慮者利用施設ついては、宇都宮市から当該施設の所有者又は管理者に

対して、同条第２項第第２号に基づき洪水予報河川においては洪水予報が提供

される。 

  大規模な水害が発生した場合には、停電することが十分に想定されることか

ら、停電時においても情報を収集できるよう検討しておく必要がある。 

  市からの避難情報は各施設あてに連絡されるが，停電等による不通も想定さ

れることから，施設管理者等においては，登録型のメール配信サービス「宇都

宮市登録制防災情報メール」にあらかじめ登録しておくことが望ましい。 

http://utsunomiya.mwjp.jp/ 

（下のＱＲコードからも登録可能） 

 

 

 

 

http://utsunomiya.mwjp.jp/
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 提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に

危険な前兆が無いか等、施設内から確認を行う。 

 

《解説及び留意事項》 
 
  避難に備えて、周辺の水路が溢れていないか、道路が通行できるか等、あら

かじめ確認しておくことが望ましい。 

  また、浸水が始まっていないか、土砂災害の前兆が無いか等についても注意

する。 

  ただし、台風が通過している最中や雨が強く降っている時には、外の様子を

確認するために外出することは危険であるため、施設内から確認するなど、安

全に配慮する必要がある。 

 

(2) 情報伝達 

《記載例》 

 別紙○「体制ごとの施設内緊急連絡網（平日用・休日用）」に基づき、気象情報、

洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。 

 入院（所）者を避難させる可能性がある場合には、別紙△「入院者家族緊急連

絡先一覧表」に基づき、入院者の家族に対し、「今後の状況に応じ、●●●●（避

難場所）へ避難する」旨を連絡する。 

 入院（所）者を避難させる場合には、別紙△「入院者家族緊急連絡先一覧表」

に基づき、入院者の家族に対し、「●●●●（避難場所）へ避難する。引き渡し

は●●●●（避難場所）において行う。引き渡し開始については、追って別途

連絡する。」旨を連絡する。 

 難の完了後、別紙△「入院者家族緊急連絡先一覧表」に基づき、入院者の家族

に対し、避難が完了した旨を連絡する。 
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《解説及び留意事項》 
 
  緊急時における連絡体制（連絡網及び連絡方法）については、夜間や休日の

従業員の勤務状況を踏まえ、あらかじめ定めておく必要がある。その際、一般

には、体制ごとに情報を共有しておくべき者は異なる（体制が進むごとに共有

すべき者は増える）ため、体制ごとに連絡体制を定めておくことが望ましい。 

  外来診察を中止する場合、他病院の受診について案内するなど、連携する医

療機関とあらかじめ調整を行っておくことが望ましい。 

  入院者家族への連絡は、連絡する内容、連絡がとれない場合の対応等につい

て事前に調整しておき、避難に混乱を来さないようにすることが重要である。

なお、入院者家族の避難状況によっては連絡がとりづらい場合があるため、「災

害用伝言ダイヤル」の利用等の連絡方法についても検討しておくと良い。 
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6．避難誘導 

《記載例》 

(1) 避難場所 

 雨水出水時における避難場所は、本施設〇〇館〇階〇〇室とする。 

《解説及び留意事項》 
 
  避難場所については、屋内安全確保とし，浸水被害のない場所を記載するも

のとする。 

  屋内安全確保の場合には、浸水の長期化や孤立によって、水や食料、医薬品

の補給や体調を崩した場合の処置等に困難を伴うため、必要な物資の備蓄や、

カルテのバックアップ、消防機関等との連絡体制の確保、最低限必要な照明、

医療機器のための自家発電設備等の準備を整えておくなど、留意が必要である。 

 

 

(2) 避難経路 

 雨水出水時における避難場所の位置については、別紙１「避難場所位置図」のと

おりである。 

 

《解説及び留意事項》 

  上層階等への屋内安全確保の場合は、館内の避難経路について検討を行い、

使用する階段等を設定する。なお、エレベーターは停電や浸水によって停止す

ることに留意する。 

 

 

(3)避難誘導方法 

 浸水するおそれのある階または居室からの退出が概ね完了した時点において、未

避難者の有無について確認する。 

 

《解説及び留意事項》 
 
  避難誘導方法については、時間帯毎（昼夜、休日）に避難する人数、従業員

数等を考慮して、誘導員の配置や使用する資器材等を具体的に定めておく必要

がある。 
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7．避難の確保を図るための施設の整備 

《記載例》 

 情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下表「避

難確保資器材等一覧」に示すとおりである。 

 これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。 

 

避難確保資器材等一覧※ 

活動の区分 使用する設備又は資器材 

情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、

携帯電話用バッテリー 

避難誘導 名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、

携帯用拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、搬送具、

ライフジャケット、蛍光塗料 

施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具 

カルテのバックアップデータ（紹介状、処方箋作成用） 

※ 自衛水防組織を設置する場合には、自衛水防組織の装備品リストを記載する。 

 

《解説及び留意事項》 
 
  ここでは、情報収集・伝達及び避難誘導に使用する施設又は資器材について

記載するものとし、記載した資器材は計画の作成と併せて整備・備蓄しておく

ものとする。 

  夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における避難誘導

の際に使用する懐中電灯や予備電源等の施設又は資器材について検討し記載す

るものとする。 
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8．防災教育及び訓練の実施 

《記載例》 

 毎年４月に新規採用の従業員を対象に研修を実施する。 

 毎年５月に全従業員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実

施する。 
 

《解説及び留意事項》 
 
  避難を円滑かつ迅速に確保するためには、避難確保計画に基づく訓練を実施

し、必要に応じて計画を見直すことが必要不可欠である。 

  訓練や研修は年１回以上、定期的に行うことが望ましい。 

  地震等を想定した情報伝達訓練や避難訓練を実施している施設においては、

当該訓練の実施をもって、本計画に基づく情報伝達及び避難誘導に関する訓練

に代えることができるものとする。（ただし、災害の種類によって避難場所や避

難経路が異なる場合があることの従業員等への周知や、洪水時等の避難に関す

る研修を別途実施すること。） 

  自衛水防組織を設置し、情報収集を自衛水防組織の業務とする場合には、情

報収集訓練についての本項での記載を省略することができる。 

 

9．自衛水防組織の業務に関する事項（自衛水防組織を設置する場合に限る。） 

《記載例》 

 別添「自衛水防組織活動要領」に基づき自衛水防組織を設置する。 

 自衛水防組織においては、以下のとおり訓練を実施するものとする。 

▶ 毎年４月に新たに自衛水防組織の構成員となった従業員を対象として研修を

実施する。 

▶ 毎年５月に行う全従業員を対象とした訓練に先立って、自衛水防組織の全構成

員を対象として情報収集・伝達及び避難誘導に関する訓練を実施する。 
 

《解説及び留意事項》 
 
  本項は、自衛水防組織を設置しない場合には省略することができる。 

  自衛水防組織活動要領の作成に当たっては、別添「自衛水防組織活動要領

(案)」を参考にされたい。 
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別添１ 自衛水防組織活動要領(案) 

（自衛水防組織の編成） 

第１条 管理権限者は、洪水時等において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するため、

自衛水防組織を編成するものとする。 

２ 自衛水防組織には、統括管理者を置く。 

（１）統括管理者は、管理権限者の命を受け、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を

統括する。 

（２）統括管理者は、洪水時等における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を

有する。 

３ 管理権限者は、統括管理者の代行者を定め、当該代行者に対し、統括管理者の任務を代行するた

めに必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。 

４ 自衛水防組織に、班を置く。 

(１) 班は、総括・情報班及び避難誘導班とし、各班に班長を置く。 

(２) 各班の任務は、別表１に掲げる任務とする。 

(３)  防災センター（最低限、通信設備を有するものとする）を自衛水防組織の活動拠点とし、防

災センター勤務員及び各班の班長を自衛水防組織の中核として配置する 

（自衛水防組織の運用） 

第４条 管理権限者は、従業員の勤務体制（シフト）も考慮した組織編成に努め、必要な人員の確保

及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。 

２ 特に、休日・夜間も施設内に利用者が滞在する施設にあって、休日・夜間に在館する従業員等の

みによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権限者は、近隣在住の従業員等の非

常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。 

３ 管理権限者は、災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとす

る。 

（自衛水防組織の装備） 

第５条 管理権限者は、自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めな

ければならない。 

(１) 自衛水防組織の装備品は、別表２「自衛水防組織装備品リスト」のとおりとする。 

(２) 自衛水防組織の装備品については、統括管理者が防災センターに保管し、必要な点検を行う

とともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。 

 

（自衛水防組織の活動） 

第６条 自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものと

する。 
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別表1 「自衛水防組織の編成と任務」 

 

 

 

 

 

 

総括・ 

情報班 

役職及び氏名 任 務 

班長 ○○○○ 

班員○名 

 ○○○○ 

・・・ 

・ 自衛水防活動の指揮統制、状況の把握、

情報内容の記録 

・ 館内放送による避難の呼び掛け 

・ 洪水予報等の情報の収集 

・ 関係者及び関係機関との連絡 

 

避難誘導班 役職及び氏名 任 務 

班長 ○○○○ 

班員○名 

 ○○○○ 

・・・ 

・ 避難誘導の実施 

・ 未避難者、要救助者の確認 

 

別表２ 「自衛水防組織装備品リスト」 

 

任務 装備品 

総括・情報班 名簿（従業員、利用者等） 

情報収集及び伝達機器（ラジオ、タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 

照明器具（懐中電灯、投光機等） 

避難誘導班 名簿（従業員、利用者等） 

誘導の標識（案内旗等） 

情報収集及び伝達機器（タブレット、トランシーバー、携帯電話等） 

懐中電灯 

携帯用拡声器 

搬送具 

誘導用ライフジャケット 

蛍光塗料 

カルテのバックアップデータ（閲覧できる情報端末・電源含む） 

 

統括管理者 

統括管理者の代行者 


